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【変更点及び改善点】 

１ 警戒文の定型化及び住民への執るべき措置の記述の追加 

   警戒文の内容を見直し、定型化するとともに、情報の受け手である 

住民の方々等の執るべき措置について記述します。 
 

２ 雨域情報の省略 

   これまで土砂災害警戒情報の地図部分に描画していた 30mm/h 以上の 

雨が降る範囲の表示を省略し、土砂災害警戒情報の発表作業の迅速化を 

図ります。 
 

※  様式の変更イメージは別紙をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件お問い合わせ先】 

和歌山地方気象台防災業務課： 073-422-5348 

和歌山県土砂災害警戒情報は、大雨により土砂災害発生のおそれが高くなった時に、

市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、 

和歌山県と和歌山地方気象台が共同で発表する情報です。 

 発表作業を担当する和歌山県砂防課と和歌山地方気象台では、これまでの発表事例を

検討した結果、①雨量情報等については気象庁ホームページ等でリアルタイムに入手で

きることや（5分毎に更新）、②土砂災害警戒情報の受け手である住民の方々が執ってい

ただく措置（居住地域の避難勧告情報への注意や自主避難等）を記述することの重要性

及び、③土砂災害警戒情報は緊急を要する情報であり、出来るだけ早く発表する必要が

あること等から、土砂災害警戒情報の様式を変更し、発表作業の更なる迅速化を図るこ

ととしました。 

土砂災害警戒情報の発表様式を一部見直し、 

平成２２年６月１日（火）１３時から運用を開始します。



土砂災害警戒情報の様式変更イメージ

≪現行≫ ≪変更後≫

別 紙

平成XX年X月X日 X時XX分 平成XX年X月X日 X時XX分

警戒文の内容変更（記述内容の定型化、
とるべき措置の記述追加）

＜概況＞
降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。

＜とるべき措置＞
崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、

市町村から発表される避難勧告等の情報に注意してください。

雨域情報（強い雨が降る範囲、
雨域の移動方向）の省略


